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I 目的

昭和55年～57年に厚生省心身障害研究の一環として実

施された．「乳幼児健診事後措囲のシステム化に関する

研究」 02薗のグループに参加を契機に．秋田県乳幼児健

診事後管理の実態として，市町村の現状を調査したが．

その中で．県内乳幼児健診事後管理システム化の検討に最

も関連ずる，継続管理児について,57年で厚生省本研究事

業の終了後も継続して追跡しているが．本稿は．昭和56

~58年の状況についてのぺるものである．

II 調査方法

13保健所を介し．毎年69市町村に調査用紙を送り，郵

送により回答を得た．

初年度のアンケートの内容は．市町村保健婦にかかわ

りを持っている児の状況．および市町村母子保健事業に

ついて． 16項目であるが．本報告は．昭和56年10月～12

月時点で．市町村保健婦が継続管理児として把握してい

る児で． 64市町村． 575名を対象に． 57年． 58年の追跡

である．以下． 3カ年を通し．次の事項についてのべる．

①継続管理児の経過

②関連機関

⑧保健婦の追跡方法について

％ 健診

80-I 77.4 

1把握の動機 I

40 

※その他
20.3 

記入なし
2.3 

゜※ その他……医療機関より．児相より紹介．予防接
種時．母親の相談・訴え．出生届出．
新生児訪問．離乳相談．杉の子広場
（家庭教育相談事業）．未受診者への

電話，転入先の保健婦より．母子推
進員による情報等。

図 l．継続管理児の把握の動機 64市町村 575名
昭56アンケート

皿結果

64市町村の継続管理児575名の年齢は， 0歳～8歳にわ

たっており，その把握の動機は． 77.4彩が健診よりで，

他に出生届時，家庭訪問，予防接種の時．医療機関より，

児童相談所より，家庭教育相談事業の折，保健婦間の辿

絡．母親からの相談等で．少ないながら貴重な情報源とな

っている． （図1)

A.継続管理児の経過

1.初年度の状況

前述の如く． 64市町村， 575名の対象児の内容を．「母

子保健におけるオペレーションズリサーチの適用に関す

る研究」。の分類に従い，その疾患名をまとめると．疑

診も含め．心臓その他の奇型．染色体異常等．いわゆる

先天異常の範ちゅうと思われる者36.096.精神・行動発

達に関連する者45.9忽発育•その他の疾病18.1 劣である．

（表 1)

なお，この児逹の． 56年10月～12月時点で，診断が確

定とされている者272名 (47.396),未確定303名 (52.7 

％）である．

2.次年度の状況

1年後（57年10月～12月）の時点における．保健婦の

把握結果としては．異常なし38名 (6.696),治癒51名
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表 1．継続管理中の疾病の種類 64市町村 575名 昭56 アンケート

年令（歳）
乳児 1 2 3 4 5 6~8 A ロ 計

疾病

3 5 4 4 1 2 1 20 lヽ

奇 型 (3.4) (5.9) (4.8) (3.3) (1. 3) (3.4) (1. 7) (3.5) 

1 1 2 4 
先天代謝異常・クレチン

(1.1) (0.8) (2.5) (0. 7) 

6 13 5 11 4 2 2 43 
先天性心疾患・内臓 (6.8) (15.3) (6.0) (8.9) (5.1) (3.4) (3. 4) (7.5) 

1 5 2 1 2 3 2 16 
小頭・水頭等

(1. 1) (5.9) (2. 4) (0.8) (2.5) (5.2) (3.4) (2.8} 

6 7 3 l 2 1 20 
股脱・内反・斜頸等 (6.8) (8.2) (3.6) (0.8) (2.5) (1. 7) (3.5) 207 

3 10 8 5 2 3 3 34 (36.0) 
染色体・遺伝性 (3.4) (11.8) (9.5) (4. 1) (2.5) (5.2) (5.2) (5.9) 

4 3 10 2 10 1 20 
てんかん・けいれん (4.5) (3.5) (8.1) (2.5) (17.2) (I. 7) (5.2) 

2 1 2 1 2 8 
聴 力 障 害

(2. 3) (1. 2) (1. 6) (1. 3) (3.4) (1.4) 

1 1 3 1 1 7 
視力障害・斜視

(1. 1) (1. 2) (3.6) (1. 3} (1. 7) (1,2) 

4 5 3 4 3 1 5 25 
脳 性 ま ひ (4.5) (5.9) (3.6) (3. 3) (3.8) (1. 7) (8.6) (4.3) 

2 1 1 4 
重

(1.6) (1. 3) (1. 7) (0. 7) 
精神発達遅滞

7 5 8 11 11 6 11 59 
中～軽 (8.0) (5.9) (9.5) (8.9) (13. 9) (JO. 3) (19. 0) (10.3) 

4 14 39 32 13 19 121 264 
こ と ば (4. 7) (16. 7) (31. 7) (40. 5) (22.4) (32.8) (21.0) ＞ (45. 9) 

5 6 6 3 20 
自 閉 的 (4.1) (7.6) (10.3) (5.2) (3.5) 

20 ， 14 7 4 3 3 60 汀9- 勁 発 達 (22. 7) (10.6) (16. 7) (5. 7) (5.1) (5.2) (5.2) (10.4) 

17 3 7 2 1 30 
発 育

(19. 3) (3.5) (8. 3) (1. 6) (I. 3) (5.2) 

3 4 8 4 1 20 
環境によるもの (3.5) (4.8) (6. 5) (6.9) (1. 7) (3. 5) 104 

12 11 ， ， 4 2 5 52 ＞ (18.1) 

その他の疾病 (13. 6) (12. 9) (10. 7) (7.3) (5.1) (3.4) (8. 6) (9.0) 

l 1 2 
事 故

(1. 1) (0.8) (0.3) 

計 88 85 84 123 79 58 58 575 

※「母子保健におけるオペレーションズリサーチの適用に関する研究」の分類による．

(8. 996),不変201名 (35.096),軽快200名 (34.896) 

予後不明60名(10.496),死亡 6名（1.0%）．転出19名

(3.3彩）である．

前年度未確定303名のうち．異常なし．治癒を含めて．

157名が一応解決され．なお未確定として残る児が146名

(25. 4彩）となった．（表2)

翌年追跡対象となる，不変，軽快．予後不明の計461

名の疾患内容の状況は．その比率の上で．？J]年度とほぼ

同様で．いわゆる先天異常39.7劣．精神・行動発達関係

43.8％．発育•その他16.5％である．
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表2．追跡状況
64市町村 575名（昭56アンケート）
64市町村 461名（昭57アンケート）

二謡竺門i異常なし 治 癒 死 亡 転 出 ※ |不 変 軽 快 不明
（予後）

確 定

゜
32 4 11 115 94 16 

272 (47.3) (11.8) (1.5) (4. 0) 57.10 (42. 3) (34.6} (5.9) 

未 確 定 38 19 2 8 未確定 86 106 44 
303 (52. 7) (12. 5) (6.3} (0. 7) (2.6) 146名 (28.4) (35.0) (14.5) 

計 38 51 6 19 (25.4) 201 200 60 
575 (6.6) (8.9) (1.0) (3.3) (35.0) I (34.8) (10.4) 

461名 (58年追跡対象）

461 名 の 3 40 2 14 57年未確定中 135 171 96 
58年の状況 (0. 7) (8. 7) (0.4) (3.0) 解決29名 (29. 3) (37, 1} (20.8) 

56~58年 41 91 8 33 未確定
ヽ

計 (7. 1) (15.8) (I. 4) (5. 7) 117名(20.3)

(69. 9) 

表3. 57年，不変，軽快．不明 461名の疾病の種類

心 I不変 I軽快 I不明計

奇̀”‘ 型 12 h 9 h 2 Iヽ 23

先天代謝異常・クレチン I 2 I 口 I ド I 口
先天性心疾患・内臓 19 

小頭・水頭等 7 11 3 11 2 I I 12 

股脱・内反・斜頸等 3 11 104 s 11 59 t I I 20 12 11 183 

染色体・迫伝性 26 | l (51.7) | ll | l (29.5) | 2 | l (33.3) | 39 | l (39.7) 

てんかん・けいれん 11 11 10 11 7 I I 28 

聴力障害 I 5 II 4 II t II 10 

視力箇 害・斜視 t 11 o 11 o 

脳性まひ I 18 IJ 6 I J 3 I J 27 

に 3l10l¥ 011 3 
精神発達遅滞

; ;|中~: ] |(33:)[|(5120:)[|(48：口］員(4::)

行動発達 12 J 16 J 7 J 35 

発育， ｝ 12 ｝ 2 ｝ 23 ｝ 29 36 11 76 
環境によるもの 3 3 3 9 

(14.4) (18.0) (18.3) (16.5) 
その他の疾病 17 21 6 44 

言t 201 200 60 I 461 
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これを．不変．軽快．予後不明の群で．それぞれをみ

ると．不変群201名中の，いわゆる先天異常104名 (51.7 

彩）が目立つが，軽快群200名中の，先天異常群59名

(29.5 96）は，さらに詳細な検討の必要な児も含まれて

いる． （表3)

3. 3年目の状況

前年よりの461名の追跡結果，異常なし 3名 (0.796), 

治癒40名（ 8.796).不変 135名 (29.3彩）．軽快 171名

(37.1 96),予後不明96名 (20.8%),死亡 2名(0.4

彩），転出14名 (3.0彩）で．さらに翌年に追跡対象と

なる児は不変，軽快．予後不明の 402名となった．

これは．初年度対象児の69.9彩となる。

この児達の疾病内容は．初年度．次年度とほぼ同様の

比率で．いわゆる先天異常40.396.精神・行動発達44.0

彩．発育•その他の疾病15. 7彩である。なお．不変，軽

表4. 58年，不変，軽快，不明 402名の疾病の種類

奇̀•~型I 
不 変 軽

5 h 
先天代謝異常・クレチン 2 11 

先天性心疾患・内臓 10 11 

小頭 ． 水頭等 7 11 

6 

7゚ 

2 

快，予後不明それぞれの群の疾病比率も，前年とほぼ同

様であり．不変群の先天異常は 53.396である． （表4)

となった．

2年目になお未確定診断となっている146名中，解決

されたのが29名で．そのうち 5名（筋ジストロフィー．

自閉症．発達遅滞2名，精神薄弱）を除き，異常なし 2

名．治癒22名である．

以上． 64市町村575名の 3か年の経過中に．異常なし4

1名 (7.1%),治癒91名(15.896),死亡 8名 (1.4%).

転出33名 (5.7彩）で．残りの402名は初年度対象児の

69. 996であり，保健婦の把握状況としては．不変23.5彩，

軽快29.796,予後不明16.7 96で，なお未確定診断とし

て残るのが117名 (20.3彩）となった．

B.関連機関について

初年度に関連機関が明らかなものは， 575名中455名

快 不 明 計

h 10 I、 21 

11 1 I I 3 

11 10 I I 27 

11 3 11 12 

股脱・内反・斜頸等 2 

I 72 ： t 46 口~ム 44 ： i 162 
染色体・遺伝性 20 (53.3) (26.9) (45.8) (40.3) 

てんかん・けいれん 8 

聴 力 障 害 8 11 1 11 1 I I 10 

視力障害・斜視

゜
11 l 11 

゜脳 性 ま
重ひ

JO 
J ＼ 

8 
＼ J 

6 ：ロ精神発達遅滞 I 3 

゜ ゜中～軽 16 22 8 

I 
46 

l 
42 JOO 35 : I 177 

こ と ば 10 49 ＞ 19 
(36.5) ~ 723 8 (31.]) (58. 5) ! l (44.0) 

自 閉 的 8 )3 2 

9汀- 動 発 達 5 16 6 27 

発 育 5 1 1 3 19 

｝ 
21 25 

｝ 
17 

｝ 
63 

環境によるもの 2 3 3 8 
(15. 6) (14.6) (17. 7) (15. 7) 

そ の他の疾病 14 11 11 36 

(402対） 135 (33. 6) 17] (42. 5) 96 (23. 9) 402 
計

（初年度 575名対） (23.5) (29. 7) (16. 7) | (69. 9) 
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免

50 
44.0 

45.9 

昭56 64ili町村 575名

アンケート Eコ這未満
厖 3紐以」；

30.4 

25 

7.8 

ol l r／べ和「爾 l闊 m 。
公的病院診療所保健所褐趾＄話間謳その他』2.人なし

※ 内訳．秋田大学病院50,叩外大学病院7，（面贅醤繁外ーIlll台2)

劣

so1 昭57 64市町村443名Eコ
昭58 64市町村402名-

アンケート

25 

゜医寮攘関 教育磯閲 福祉機閲 保健婦 記入なし
（放四含む）

ダプルチェック

図2．継続管理児の関連機関

(79. 1%)で．児の年齢により変化がみられ．公的医療

機関が．乳児で54.596, 1歳35.396, 2歳41.7%, 3歳

26.8彩と低年齢で多<,福祉機関（福祉事務所．児童相

談所．養護施設．保育所等）教育機関（ことばの教室．

教育相談所．蓑護学校等）は． 3歳以後になって密接に

連けいしていく傾向がみられる．図 2は3歳未満． 3歳

以上に分け．関連機関を示したものであるが．その傾向

が十分に伺えるものと思われる（ダプルチェック）． 殊

に4歳を過ぎると児童相談所（秋田市 1か所）、福祉事

務所(16か所）．福祉施設．ことばの教室(15校）．きこ

えの教室 (3か所）．幼稚園，保育所等と深い連けいと

なる．

次年度の関連機関の変動をみると．昨年主として．医

療機関に関連していた者219名のうち．治癒14.196.医

療機関継続31.096,福祉・教育関係に変更25.096,保健

婦担当29.896となり．主として，福祉・教育に関辿して

いた224名では．医療機関に変更3.8%,福祉・教育関係

継続52.2彩．保健婦担当39.496となった．（表5)（ダプ

ルチェック）

2年目の全体としては．医療機関17.0%，教育機関11.

396．福祉機関27.7彩．保健婦34.8形である．

3年目に入り，前年からの継続追跡対象児461名のう

ち．治癒，死亡，転出を除いた 402名について．保健婦

の知り得た関連機関状況は，主として医療機関に関連す

る児が68名 (16.996),福祉・教育関係が 181名(45.0

劣）となる一方．保鎚婦とのかかわりも少なくなり，記

入なし（関連なし），放置となっている児が145名(36.l

彩）である．なお．この時点の児の最低年齢は 2歳3か

月である．

C.保健婦の追跡方法

初年度の保健婦の対象児の状況把握法をみると．訪問

が44.0忽健診と保健相談の機会利用28.5彩が主で，こ

とばの教室．児童相談所から9.496,医療機関2.3%,電

話1.9％等となっており，直接関係機関との連けいは極

めて少ない．

次年度になると．訪問 30.7彩他事業の機会に家族か

％ 

50 

゜ 訪問

11(156 641"町村 575名Eコ
昭57 64市町村 575名厖Z
叫58 “市町村 46Jg-

25 

但 診ことばの教小学佼・，lt話家族から灰税品人
皿呻屯．児直件匹11,, 磯OOなし

淡所．保姐診
所・幼稚園

ダプルチェック

図3．継続管理児の追跡の方法

表5．継続管理児の関係機関 (56年～57年推移）

56 年 57 年 （%) 
関係機関

例数 医療機関 教育機関 福祉機関 保健婦 治 ゆ 計

医療機関 219 77 (31.0) 17 (6.9) 45 (18.1) 74 (29.8) 35 (14.1) 248 

福祉教育機関 224 10 (3.8) 41 (15.5) 97 (36.7) 104 (39.4) 12 (4.5) 264 

計 443 87 (17.0) 58 (11.3) 142 (27.7) 178 (34.8) 47 (9.2) 512 

（ダプルチェック）
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ら聴取27.496.健診の機会利用17.9%.電話16.8彩が主

なものとなり．そのほか巡回児童相談．就学時健診．予

防接種．保育所．幼稚園等．家族を通しての把握または．

保健婦活動の他の業務の中で把握されているのが．その

ほとんどである．

3年目に入ると．家族から聴取が24.5.96.訪問18.896. 

電話11.696. 小学校•福祉施設．その他等からの聴取

31. 596のほか．記入なし25.4％となり．保健婦と直接か

かわりを持つ児は8名と．年長に従い．保健婦から遠く

なっていく状況が推測される．（図 3)

IV 考察

乳幼児健診事後管理システムは．乳幼児健診事業の一

環として重要なことは．十分認識されておりながら．そ

の実現には．小児保健の幅広い分野の連けいが必要であ

ることより．保健所．市町村の行政システムとしては．

困難な現状となっている．

本県におけるそのあり方の検討として．昭和56年に行っ

た市町村母子保健事業の現状調査の中から． 64市町村か

ら得られた575名の保健婦の把握している継続管理児に

ついて．その後． 57年． 58年と追跡を試みることができ

た．

疾病の内容としては．いわゆる先天異常の奇型をはじ

め．脳性麻痺．梢神・行動発達．ことばの発達等に問題

を持つ児で大半が占められる．

保健婦のこれらの児の把握の動機は． 77.4%が乳幼児

健診よりであり．地域における健診の重要性があらため

て考えさせられた．

ほかに関係機関．予防接種時．出生届．訪問．その

他の保健婦活動を通して得られ．少ないながらも大切な

情報源となっているが．いずれも保健婦の努力により把

握されている状況が推測される．

関連機関をみると．年齢により差異があるのは当然で

あるが， 3歳．殊に 4歳頃より主として福祉・教育関係

に変更していくが、初年度調査対象集団が 3歳以上55.3

％であること． 3年目は学童が33.996であることとも関

連すると思われる．

一方，次年度で保健婦へゆだねられる児が多くなり，

3年目になると保健婦から遠くなっていく状況は， 3歳

児健診以後から極めて明確であり、乳幼児健診の行政施

策としての縦割的姿を浮きぼりにしているようにも思わ

れ． 3歳以後の．医療．福祉．教育の連けいに．何らか

の施策の心要を痛感する．

本県の場合．乳幼児健診は．一部の市町村を除き，全

体として保健所との協同であり．チェック児の継続管理

も同様に． 3歳児で 8町村 (3.9%)を保健所が受持つ

ほかは，乳児． 1歳6か月児． 3歳児あわせて． 56.5%

が市町村で行う立前となっており．保雑所との分担が

38. 696である．5)

これを児の側よりみると．乳児， 1歳6か月児は主に

市町村． 3歳児は保健所担当の傾向となることなどにも

通じるものと思われる．

年長児童，学齢期に入ると．福祉事務所が中心となり．

専ら家庭相談員の活動に移行し，精神薄弱児施設．こと

ばの教室．簑護施設．保育所．学校．母親等のパイプ役

として、療育手帳の書替え．本人や家族との面接，月 1

回の集団保育訓練などが行われているが．保健婦．保母

等との辿けいは．一部の地域を除き．あまりない傾向と

なる。こうしたパラメディカルスタッフの指導内容の連

けいを．教育．訓練もあわせ検討が必要と思われる．

また． 56年開始時に．医療機関または福祉・教育機関

との連けいを得て．保健婦が把握している児が11.7％で．

中でも医療機関よりの児が13名 (2.3彩）と少なく、いず

れにしても，関連機関と保健婦との辿けいは薄<,従って

保健婦の追跡方法においても，医療の内容や訓練状況も

含め、母親を介し、把握される場合がほとんどであること

も問頗と思われる．

また，健診のリーダーである医師も、本県の小児科医88

名（県内医師の5.996)（昭和56,小児科学会．秋田地方

会調）のうち、秋田市在住63名 (71.6%)で．殊に県北

が疎である．こうしたことより．小児科医が加わらない

市町村が29(42.0彩）といった現状である．

県内の専門機関．訓練・指導機関は．秋田大学医学部

附属病院のほか，太平療育國（肢体不自由児施設），各

郡市単位の基幹病院小児科(18)で．その中の13病院に，

1 ~3種の特殊外来が開設されているが，特に心身阻害

児に関連あるものとしては迫伝相談（ 1)，栢神・神経

(5).てんかん（ 1).発達（ 1)等で少なく．地域

的にも偏在している．6)

教育相談関係として24校（ことは合，難聴，情緒），福

祉関係では中央児蛍相談所のほか．民間機関で2か所が，

診断．治療に関連している．

以上のような．専門機関．ならびに訓練・指導機関の

少数偏在は．保健婦活動への期待を大きくし．また．小

学校ことばの教室．難聴学級等の通級児の40.796，教育

相談児の62.196が未就学児で占められ，しかも．その中

に．発達遅滞．脳性麻痺．自閉的な児などが40~50％も

混在していることを招いているのかもしれない．7)

先年，われわれが行った 3パイロット町（神岡町．角

館町．大森町）の乳幼児健診の実態調査に際し．事後管

理の関係機関（者）の連けいシステムの具体的方途を得

たい目的で，管轄保健所の協力を得て，それぞれの町主

体による保健•福祉・教育関係者の合同懇談会をはじめ

-120 -



て開催したが．それぞれの分野に多くの問頗が錯綜して

出された。 3者共通の希望として，会合の定期化，コー

ディネーターの必要．研修のシステム化などが強い希望

として出された．8)

乳幼児健診事後管理の重要性が叫ばれて久しいが．ス

タッフや専門機関の不足等の問題にばかりとらわれ．市

町村の具体的とりくみを困難なものとし，その解決を先

送りしていた感がある．

地域における実際は，極めてきびしく．住民ニードは

ますますエスカレートしており，第一線関係者は多くの

悩みをかかえながら努力している．

本県の乳幼児健診は，すべての市町村で．医師の参加

を依頼しており，コーディネーターとして，当然，期待

がかけられているが，事後の問題に対する市町村との話

合いを行政としてとりあげられることを切に堕みたい．

一方，健診担当医師としては，二次スクリーニングに

対する，より高度なスクリーニングセンター，および追

伝相談の地域化，さらに行動発達等の遅れに対する母親

指導など，長続きする治療訓練の場の拡充（現在秋田市

に，太平療育困， 58年4月より小児療育センターの 2か

所）がなければ，乳幼児健診が直ちに事後管理に必ずし

も結びつかない例も多いことを，市町村当局によく理解

されるよう努力し，現状としては次善の策を考慮してい

くことも大切と思われる．

V まとめ

乳幼児健診事後管理のシステム化への検討として．昭

和56年に市町村保健婦が把握している575名のチェック

児の追跡を．関連機関．保健婦の追跡方法とあわせ調査

した．その結果

l)チェック児の77.496カも乳幼児健診より把握され

ている．

2)疾病の種類は，いわゆる先天異常36.096.精神・

行動発達に関連 45.9%, 発育•その他の疾病 18.1 ％であ

る．

3) 3年目までに．異常なし41名 (7.196),治癒91

名(15.8劣）．転出33名（ 5.7 %)．死亡 8名(l.496)で．

残りの402名の保他婦の追跡状況としては．初年度対象

児に対し不変23.596,軽快29.7%.予後不明16.196であ

る．

4)関辿機関は．年齢と共に医療機関から福祉機関に

移行するが．あわせて保健婦にゆだねられる傾向となり，

4歳から学齢に入ると保健婦から離れていく状況である．

5)保健婦の追跡方法は，訪問．健診や保健相談の場

からなどで．関係機関との直接の連けいは極めて少なく，

そして．年長に従い咀話．家族からの聴取．他の保健事

業にあわせてなど，保健婦との連けいも少なくなってい

く状況である．
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